
̑ɹ߇আのରʹなる͔Ͳ͏͔のఆ࣌期
、ଇとしてݪ、者などに֘するかど͏かはআରැཆやো߇、者ۮ者、ಉ一ੜ計ۮআର߇　

　その年�2月3�のگݱによりఆしますが、給与等の支払を受ける人やそのが年のத్でࢮしたり、
　給与等の支払を受ける人が年のத్で出ࠃしたりした場合には、そのࢮ又は出ࠃの࣌のگݱによりఆ

��の３の３ᶅ、 ô１、ા௨ �� の３の３ô２）。
　なお、「給与所得者のැཆ߇আ等（ҟಈ）ਃࠂ書」、「給与所得者のۮ者߇আ等ਃࠂ書」又は「所得金額
ௐ߇আਃࠂ書」を提出するࡍに、源泉߇আରۮ者、ಉ一ੜ計ۮ者、߇আରැཆやো者な
どに֘するかど͏かは、これΒのਃࠂ書を提出するのگݱによりఆします。この場合、そのఆの
ཁૉとなる合計所得金額及び্記３「（߇আରැཆ）」のᾈᶅϋのੜ׆අ又はڭҭඅにॆてるための支払
金額にͭいては、これΒのਃࠂ書を提出するのگݱによりੵݟもったその年தの合計所得金額及びその支払
金額により、また、年ྸにͭいてはその年�2月3�のگݱによりఆすることになります（所ج௨���ɾ���ô３）。

̍ɹ税額දのద༻۠
ᾇ　月ʑ（ʑ）の給ྉや与などの源泉徴収のࡍに使用する税額ද
　給ྉや与などかΒ源泉徴収をする所得税及び復興特別所得税の額は、税額දを使用してٻめること
ができますが、この税額දは、給与等の別、「給与所得者のැཆ߇আ等ਃࠂ書」の提出の༗ແ及び給与等
の支給ํ๏にԠ͡、࣍のよ͏に使用します。

ᶛɹ税額දのద༻ํ๏

税額දの۠分 給 与 等 の 支 給 ۠ 分 税 額 ද の 使 用 す る ཝ

月 額 ද
ᾇ月ごとに支払͏もの
ᾈ月ごと、�� ごとに支払͏もの
ᾉ月の数ഒの期ؒごとに支払͏もの

を「書ࠂআ等ਃ߇給与所得者のැཆ」ཝʜʜߕ
　　　提出している人に支払͏給与等
Եཝʜʜそのଞの人に支払͏給与等

 額 ද

ᾇຖ支払͏もの
ᾈिごとに支払͏もの　�ޏ金をআきます。
ᾉׂで支払͏もの

を「書ࠂআ等ਃ߇給与所得者のැཆ」ཝʜʜߕ
　　　提出している人に支払͏給与等
Եཝʜʜそのଞの人に支払͏給与等

ޏ金 ชཝ
与にରす
る源泉徴収
税 額 の 算
出  の ද

与
ただし、લ月தにී௨給与の支払がない場合

又は与の額がલ月தのී௨給与の額の �� ഒを
͑る場合には、月額දを使います。

を「書ࠂআ等ਃ߇給与所得者のැཆ」ཝʜʜߕ
　　　提出している人に支払͏与
Եཝʜʜそのଞの人に支払͏与

（注）　ޏ金とは、ʑޏいೖれΒれる人が、࿑ಇした又はؒ࣌によって算ఆされ、かͭ、࿑ಇしたごとに支払を受ける（そ
の࿑ಇした以外のにおいて支払ΘれるものもؚΈます。）給与等をいいます。ただし、一の給与等の支払者かΒܧଓし
て２か月を͑て支払を受ける場合には、その２か月を͑る෦分の期ؒにͭき支払を受ける給与等は、ここでい͏
金にはؚまれޏ ô̔）。

　　　　 ̐ 「3�ສԁ送金書ྨ」とは、「送金関書ྨ」の͏ͪ、給与等の支払を受ける人かΒࠃ外ॅډ֤人へのその
年における支払金額の合計額が3�ສԁ以্であることを໌Βかにする書ྨをいいます。

　　　　 ᶄ　いΘΏるΫϨジοτΧーυൃߦձࣾの書ྨ又はその写しで、ࠃ外ॅډがそのΫϨジοτΧーυൃߦձࣾ
　　　　　　 がަ付したΧーυを提ࣔ等してそのࠃ外ॅډが等をߪೖしたこと等により、その等のߪೖ等の
　　　　　　 金に૬する額の金મをそのॅډ者かΒ受ྖし、又は受ྖすることとなることを໌Βかにする書ྨ

̑ に、そ「書ࠂআ等ਃ߇者ۮ給与所得者の」、আのద用を受ける場合には߇者（特別）ۮるにॅډ外ࠃ
のۮ者にる「関書ྨ」及び「送金関書ྨ」をఴ付して提出又は提ࣔするඞཁがあります。
なお、「給与所得者のැཆ߇আ等ਃࠂ書」を提出するࡍに、そのۮ者にる「関書ྨ」を提出又は提ࣔ

している場合には、「関書ྨ」の提出又は提ࣔはෆཁです。
ɹᾈɹۈ࿑ֶੜ
　　 ্記３「（ۈ࿑ֶੜ）」のᾇᶄ又はᶅに֘する人がۈ࿑ֶੜ߇আを受けるためには、ֶߍ等かΒओ務
　　େਉのূ໌書の写しとֶߍ等のূ໌書のަ付を受け、これを「給与所得者のැཆ߇আ等（ҟಈ）ਃࠂ書」
　　にఴ付して提出又は提ࣔするඞཁがあります。

　ᾈ　年ௐのࡍに使用する税額の算ද
　　　年ௐのࡍにおける年税額は、࣍の算දによりٻめた算出所得税額かΒ（特ఆ૿վங等）ॅआ
　ೖ金等特別߇আ額を߇আし、その߇আޙの金額（年ௐ所得税額）に ��2��� を͡てٻめます。

　　　なお、年ௐの֓ཁにͭいては �� ページを参照してください。



̑ɹ߇আのରʹなる͔Ͳ͏͔のఆ࣌期
、ଇとしてݪ、者などに֘するかど͏かはআରැཆやো߇、者ۮ者、ಉ一ੜ計ۮআର߇　

　その年�2月3�のگݱによりఆしますが、給与等の支払を受ける人やそのが年のத్でࢮしたり、
　給与等の支払を受ける人が年のத్で出ࠃしたりした場合には、そのࢮ又は出ࠃの࣌のگݱによりఆ

��の３の３ᶅ、 ô１、ા௨ �� の３の３ô２）。
　なお、「給与所得者のැཆ߇আ等（ҟಈ）ਃࠂ書」、「給与所得者のۮ者߇আ等ਃࠂ書」又は「所得金額
ௐ߇আਃࠂ書」を提出するࡍに、源泉߇আରۮ者、ಉ一ੜ計ۮ者、߇আରැཆやো者な
どに֘するかど͏かは、これΒのਃࠂ書を提出するのگݱによりఆします。この場合、そのఆの
ཁૉとなる合計所得金額及び্記３「（߇আରැཆ）」のᾈᶅϋのੜ׆අ又はڭҭඅにॆてるための支払
金額にͭいては、これΒのਃࠂ書を提出するのگݱによりੵݟもったその年தの合計所得金額及びその支払
金額により、また、年ྸにͭいてはその年�2月3�のگݱによりఆすることになります（所ج௨���ɾ���ô３）。

̍ɹ税額දのద༻۠
ᾇ　月ʑ（ʑ）の給ྉや与などの源泉徴収のࡍに使用する税額ද
　給ྉや与などかΒ源泉徴収をする所得税及び復興特別所得税の額は、税額දを使用してٻめること
ができますが、この税額දは、給与等の別、「給与所得者のැཆ߇আ等ਃࠂ書」の提出の༗ແ及び給与等
の支給ํ๏にԠ͡、࣍のよ͏に使用します。

ᶛɹ税額දのద༻ํ๏

税額දの۠分 給 与 等 の 支 給 ۠ 分 税 額 ද の 使 用 す る ཝ

月 額 ද
ᾇ月ごとに支払͏もの
ᾈ月ごと、�� ごとに支払͏もの
ᾉ月の数ഒの期ؒごとに支払͏もの

を「書ࠂআ等ਃ߇給与所得者のැཆ」ཝʜʜߕ
　　　提出している人に支払͏給与等
Եཝʜʜそのଞの人に支払͏給与等

 額 ද

ᾇຖ支払͏もの
ᾈिごとに支払͏もの　�ޏ金をআきます。
ᾉׂで支払͏もの

を「書ࠂআ等ਃ߇給与所得者のැཆ」ཝʜʜߕ
　　　提出している人に支払͏給与等
Եཝʜʜそのଞの人に支払͏給与等

ޏ金 ชཝ
与にରす
る源泉徴収
税 額 の 算
出  の ද

与
ただし、લ月தにී௨給与の支払がない場合

又は与の額がલ月தのී௨給与の額の �� ഒを
͑る場合には、月額දを使います。

を「書ࠂআ等ਃ߇給与所得者のැཆ」ཝʜʜߕ
　　　提出している人に支払͏与
Եཝʜʜそのଞの人に支払͏与

（注）　ޏ金とは、ʑޏいೖれΒれる人が、࿑ಇした又はؒ࣌によって算ఆされ、かͭ、࿑ಇしたごとに支払を受ける（そ
の࿑ಇした以外のにおいて支払ΘれるものもؚΈます。）給与等をいいます。ただし、一の給与等の支払者かΒܧଓし
て２か月を͑て支払を受ける場合には、その２か月を͑る෦分の期ؒにͭき支払を受ける給与等は、ここでい͏
金にはؚまれޏ ô̔）。

　　　　 ̐ 「3�ສԁ送金書ྨ」とは、「送金関書ྨ」の͏ͪ、給与等の支払を受ける人かΒࠃ外ॅډ֤人へのその
年における支払金額の合計額が3�ສԁ以্であることを໌Βかにする書ྨをいいます。

　　　　 ᶄ　いΘΏるΫϨジοτΧーυൃߦձࣾの書ྨ又はその写しで、ࠃ外ॅډがそのΫϨジοτΧーυൃߦձࣾ
　　　　　　 がަ付したΧーυを提ࣔ等してそのࠃ外ॅډが等をߪೖしたこと等により、その等のߪೖ等の
　　　　　　 金に૬する額の金મをそのॅډ者かΒ受ྖし、又は受ྖすることとなることを໌Βかにする書ྨ

̑ に、そ「書ࠂআ等ਃ߇者ۮ給与所得者の」、আのద用を受ける場合には߇者（特別）ۮるにॅډ外ࠃ
のۮ者にる「関書ྨ」及び「送金関書ྨ」をఴ付して提出又は提ࣔするඞཁがあります。
なお、「給与所得者のැཆ߇আ等ਃࠂ書」を提出するࡍに、そのۮ者にる「関書ྨ」を提出又は提ࣔ

している場合には、「関書ྨ」の提出又は提ࣔはෆཁです。
ɹᾈɹۈ࿑ֶੜ
　　 ্記３「（ۈ࿑ֶੜ）」のᾇᶄ又はᶅに֘する人がۈ࿑ֶੜ߇আを受けるためには、ֶߍ等かΒओ務
　　େਉのূ໌書の写しとֶߍ等のূ໌書のަ付を受け、これを「給与所得者のැཆ߇আ等（ҟಈ）ਃࠂ書」
　　にఴ付して提出又は提ࣔするඞཁがあります。

　ᾈ　年ௐのࡍに使用する税額の算ද
　　　年ௐのࡍにおける年税額は、࣍の算දによりٻめた算出所得税額かΒ（特ఆ૿վங等）ॅआ
　ೖ金等特別߇আ額を߇আし、その߇আޙの金額（年ௐ所得税額）に ��2��� を͡てٻめます。

　　　なお、年ௐの֓ཁにͭいては �� ページを参照してください。

̎ɹ税額දのいํ
月ʑ（ʑ）の給ྉや与などの支給のࡍにおける税額දの使用にたっては、࣍のに注ҙしてください。

（ྩ̑のௐのͨΊの算ग़所得税額の算ද）
՝税給与所得金額（"） 税（#） （̘）আ額߇ 税額�（"）ʷ（#）ʵ（̘）
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�　　2　՝税給与所得金額が �������� ԁを͑る場合は、ྩ̑年分の年ௐのରとなりまͤΜ。
（注）

ᾇ　税額දにてはめる給与等の金額は、その月（）分の給与等の金額かΒްੜ年金อݥྉ、݈߁อݥ
　　ྉ及びޏ用อݥྉなどのࣾձอݥྉ等を߇আしたޙの金額によります。

　（注）　්のํがおޓいに源泉߇আରۮ者にるۮ者（特別）߇আのద用を受けることはできまͤΜので、ご注ҙ
　　ください。

　ᾈ　税額දのߕཝは、給与等の支払を受ける人のැཆ等の数にԠ͡て使用するよ͏になっています。
　　　この「ැཆ等の数」とは、源泉߇আରۮ者と߇আରැཆ（人ැཆ又は特ఆැཆ
　　をؚΈます。）との合計数をいいます（注）。また、給与等の支払を受ける人が、ো者（特別ো者をؚ
　　Έます。）、Չ්、ͻとり又はۈ࿑ֶੜに֘する場合には、これΒの一に֘するごとにැཆ等
　　の数に１人をՃ算し、その人のಉ一ੜ計ۮ者やැཆ（年ྸ �� ະຬの人をؚΈます。）の͏ͪにোࡀ
者に֘する人がいる場合には、これΒの一に֘する特別োډ又はಉ（。者をؚΈます特別ো）者　　
　　ごとにැཆ等の数に１人をՃ算した数をැཆ等の数とします（所๏ ���）。
　　　なお、ۮ者にるැཆ等の数の数͑ํは࣍のʲ参ߟɿۮ者にるැཆ等の数の数͑ํʳの
　　とおりです。
　　　また、ැཆ等の数を算ఆするࡍには、Լ記のʤැཆ等の数の算ఆํ๏ʥを参ߟにしてください。

　（注）　所得金額ௐ߇আがద用される場合は、ׅހの֤金額に ���ສԁをՃ͑てください。また、給与所得者の特ఆ支出߇আ
　　のద用を受ける場合もׅހの֤金額とはҟなりますので、ご注ҙください。

ʲߟࢀɿۮ者ʹるැཆ等のの͑ํʳ
給与等のࢧを受けるਓの合計所得ۚ額

（給与所得だけの場合の給与等の支払を受ける人の給与等の収ೖ金額）
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〔ැཆ等のの算ఆํ๏〕
　税額දのߕཝをద用する場合のැཆ等の数の算ఆํ๏をਤࣔすると、おおΉͶԼਤʬ１ ۮ者に
るැཆ等の数の算ఆํ๏（۩ମ例）ʭ及びʬ２　ۮ者以外のැཆ等の数の算ఆํ๏（۩ମ例）ʭの
よ͏になります。
　なお、税額දのߕཝをద用する場合のැཆ等の数は、Լਤ１を参ߟにٻめたۮ者にるැཆ等
の数と、Լਤ２を参ߟにٻめたۮ者以外のැཆ等の数とを合計した数となります。

（凡例） 配給与所得者 配偶者（※の金額は配偶者の合計所得金額（見積額）を示します。）

障 （特別）障害者

【下図中の点線囲みの図形は扶養親族等の数に含まれません。】

同障 同居特別障害者

ʬ̍ɹʹऀۮΔැཆͷͷࢉఆํ๏ʢ۩ମྫʣʭ

ʬ̎ɹऀۮҎ֎ͷැཆͷͷࢉఆํ๏ʢ۩ମྫʣʭ

控除対象扶養親族（扶養親族のうち年齢16歳以上の人）

ひとり親又は寡婦 勤労学生ひ 学

扶 扶 扶養親族のうち年齢16歳未満の人
（注）扶養親族等の数には加算しません。
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　なお、税額දのߕཝをద用する場合のැཆ等の数は、Լਤ１を参ߟにٻめたۮ者にるැཆ等
の数と、Լਤ２を参ߟにٻめたۮ者以外のැཆ等の数とを合計した数となります。

（凡例） 配給与所得者 配偶者（※の金額は配偶者の合計所得金額（見積額）を示します。）

障 （特別）障害者

【下図中の点線囲みの図形は扶養親族等の数に含まれません。】

同障 同居特別障害者

ʬ̍ɹʹऀۮΔැཆͷͷࢉఆํ๏ʢ۩ମྫʣʭ

ʬ̎ɹऀۮҎ֎ͷැཆͷͷࢉఆํ๏ʢ۩ମྫʣʭ

控除対象扶養親族（扶養親族のうち年齢16歳以上の人）

ひとり親又は寡婦 勤労学生ひ 学

扶 扶 扶養親族のうち年齢16歳未満の人
（注）扶養親族等の数には加算しません。
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障

扶

扶
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扶

　給ྉや与などかΒ源泉徴収をする所得税及び復興特別所得税の額は、税額දを使用してٻめることができます。
なお、給与等の支払者が給与等の支払額に関する計算をిࢠ計算機などのࣄ務機ցによってॲཧしている場合

には、月額දのߕཝをద用する給与等にݶり、ࡒ務େਉがఆめるํ๏（ࡒ務লࣔࠂ）によりその給与等かΒ源泉
徴収をする所得税及び復興特別所得税の額をٻめることができます（所๏ ���、ত �3 େଂলࣔࠂୈ ��� ߸（ྩ３
ୈࣔࠂ務লࡒ �2߸վਖ਼）、復興֬ࡒ๏ 2�、ฏ 2� ୈࣔࠂ務লࡒ ��� ୈࣔࠂ務লࡒ３ྩ）߸ �� ߸վਖ਼））。

̍�݄額දߕཝの༻例（「給与所得者のැཆ߇আ等ਃࠂ書」の提出がある場合）

〔税額の計算〕

ᶄ　月額දの「その月のࣾձอݥྉ等߇আޙの給与等の金額」ཝで、3����3 ԁがؚまれる「3����� ԁ以্
　3����� ԁະຬ」のߦをٻめ、そのߦと「ߕ」ཝの「ැཆ等の数２人」のཝとのަΘるとこΖに記載されて
　いる金額 ���� ԁをٻめます。これがその給与等かΒ源泉徴収をする所得税及び復興特別所得税の額です。

ᶜɹ税額のٻΊํ（ྩ̑）

ᾇ　給与等の支給額（月額）ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ �2���� ԁ
ᾈ　給与等かΒ߇আするࣾձอݥྉ等 ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ�3��� ԁ
ᾉ　ැཆ等の数 ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ2 人
（源泉߇আରۮ者あり、߇আରැཆ �人）

（設例）

356,913

〔源泉徴収の記ೖ〕
　月ʑの給与等の支払額やࣾձอݥྉ等の額、源泉徴収税額などは「給与所得にରする源泉徴収」に記
しておき年ௐなどに使用します。
ɹɹ 〔記載例〕�源泉徴収

3����3 �2���� �3���

　ா等であっても、ຖ月の源泉徴収の記などが分かり、年ௐのためにも使用できるものであれ、それを使用して
　　ࠩし支͑ありまͤΜ。

（注）

1

所��

ଐ

区��

分

څ

ྉ

ɾ

手

当

等



༩

等

ܭ

ܭ

݄
区
分

૯ ࢧ څ 金 額
ࣾձอݥ�
ྉ�等��の
控 除 額

ࣾձอݥྉ等�
控除ޙのڅ༩�
等 の 金 額

ௐ�
ʹΑΔա�
ෆ税額�

�ग़�税�額ࢉ
ࠩ� � Ҿ

収税額

લのௐʹ܁͖ͮجΓӽͨ͠աෆ税額�


ۮ
ऀ
の
༗
ແ

༗
ɾ
ແ

当ॳ

��݄ 
ਓ

ਓ

� ཧ�
൪� ߸�

ැཆ�
等の�
�

円円円円円円
円 円 ݄݄ 円 円

円

（༣ศ൪߸� � －� � � ）� （ϑϦΨφ）�

（ੜ݄� ɾ໌େɾতɾฏɾྩ � � � ݄� � �）�

ผ݄ผ݄ 額税ͨ͠収ຢؐ額税ͨ͠収ຢؐ ҾࠩߴҾࠩߴ

ਓ

ࢧ

݄

څ



職��

໊
ॅ��

所
��ࢯ

໊

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

① ②

ᶈᶇᶆ

ᶅ

（税� � � � �� � � ��ˋ）�

（税� � � � �� � � ��ˋ）�

（税� � � � �� � � ��ˋ）�

（税� � � � �� � � ��ˋ）�







ௐ

ऀۮの合ܭ所得金額

ॴಘֹۚௐ߇আͷద༻
ɹɹɹɹ༗ɾແ
ʢ˞ɹద༻༗ͷ߹ᶌʹࡌهʣ
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̎ɹ݄額දԵཝの༻例（「給与所得者のැཆ߇আ等ਃࠂ書」の提出がない場合）

（設例）

（設例）

ᾇ　給与等の支給額（月額）ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ ����� ԁ
ᾈ　給与等かΒ߇আするࣾձอݥྉ等ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾなし

ᾇ　与の支給額ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ������� ԁ
ᾈ　与かΒ߇আするࣾձอݥྉ等ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ ����� ԁ
ᾉ　લ月தのී௨給与（ࣾձอݥྉ等߇আޙ）の金額ɾɾɾɾɾɾɾ 2���2� ԁ
ᾊ　ැཆ等の数ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ２人
（源泉߇আରۮ者あり、߇আରැཆ �人）

〔税額の計算〕
ᶃ　給与等かΒ߇আするࣾձอݥྉ等がありまͤΜので、支給額 ����� ԁがそのままࣾձอݥྉ等߇আޙ

　　の給与等の金額になります。
ᶄ　月額දの「その月のࣾձอݥྉ等߇আޙの給与等の金額」ཝで、����� ԁがؚまれる「����� ԁະຬ」
　のߦをٻめ、そのߦの「Ե」ཝをݟますと「その月のࣾձอݥྉ等߇আޙの給与等の金額の 3���3� に૬
　する金額」となっています。したがって、2��3 ԁ（����� ԁʷ 3���3�、� ԁະຬの数は切りࣺてま

　　す。）がその給与等かΒ源泉徴収をする所得税及び復興特別所得税の額です。
̏ɹ額දの༻

　　額දを使用して税額をٻめる場合も、月額දの場合とಉ͡ཁྖでߦいます。
̐ɹ与ʹରする源泉徴収税額の算ग़のදの༻例（「給与所得者のැཆ߇আ等ਃࠂ書」の提出がある場合）

〔税額の計算〕
ᶃ　与にରする源泉徴収税額の算出のදの「ߕ」ཝの「ැཆ等の数 2人」のཝをݟて、લ月のࣾ
　ձอݥྉ等߇আޙの給与等の金額 2���2� ԁがؚまれている「�33 ઍԁ以্ 2�� ઍԁະຬ」のߦをٻめ、
　そのߦと「与の金額にずき」ཝとのަΘるとこΖに記載されている 2���2� をٻめます。これ
　　がその与の金額にずるになります。
　ᶄ　与の金額 ������ ԁかΒࣾձอݥྉ ����� ԁを߇আした額 ����23 ԁに 2���2�を͡た金額 ���3 ԁ
　　（����23 ԁʷ2���2�、� ԁະຬの数は切りࣺてます。）が、その与かΒ源泉徴収をする所得税及び復
　　興特別所得税の額です。

200,820


